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実施許諾等仲介委託契約に基づく、国際技術移転仲介活動の流れ 

 
 

 

契約交渉 

マーケティング活動 

 

契約締結 

契約履行 

メンテナンス※

実施許諾等を求める第三者の探索 

・情報収集 

・プロモーション 

・交渉先の選定 

契約交渉の実施 

・契約内容の交渉 

・仮合意書（タームシート）の作成

契約書作成は法律業務となり、JTG の

対応範囲外となりますので、弁護士、弁

理士が対応することになります。 
※JTG のアフィリエイトである恵泉国際特許

事務所の日米特許弁護士、弁理士が対応

することも可能です。 

成功報酬の場合：契約締結によって

依頼者が得た金銭収入から、一定金

額を JTG に支払います 

契約締結後の履行状況メンテナンス 

・契約相手とのコミュニケーション 

・実施許諾の実施状況確認 

 など 

JTG が対応する範囲 

契約書の作成 

基本的に契約当事者にて対応します 

契約内容の合意 

成功報酬 

実施許諾契約書 

仮合意書 

JTG が対応する範囲 

※別途実費にて対応 


